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１ 計画の基本的な考え方 

1.1 計画の位置付け 

 本県では、過去、東南海・南海地震や安芸灘・伊予灘を震源とする地震が繰り返し発生しており、

平成 13 年に発生した芸予地震は、県内で死者 1 名、負傷者 193 名、住家の被害 3 万７千棟以上も

の甚大な被害をもたらした。近年では、南海トラフ地震などの大規模地震の発生確率が高まってい

る。また、これまでの調査において、五日市断層や己斐断層など大規模な地震の震源となりうる活

断層が確認されている一方、平成 12 年に発生した鳥取県西部地震や平成 19 年の能登半島地震のよ

うに、活断層が認められていない地域で大規模な地震が発生する可能性もある。 

 このように、大規模地震の発生の切迫性が高まっているほか、洪水や高潮による大規模な浸水被

害の可能性などもある。このような、いつ起こるか分からない大規模災害発生時における業務の遂

行に必要な体制の整備及び業務資源等の確保を図るため、「広島県地域防災計画」に基づき「大規模

災害時の業務継続計画」（以下「計画」という。）を策定する。 

 

1.2 目的 

 大規模災害発生時において、限られた業務資源（ヒト、モノ等）の中で、「『地域防災計画に基づ

く応急対策業務・災害復旧業務』及び、対応が遅れると県民の生命・身体・財産に重大な損失・影

響を与える『最低限継続すべき通常業務』」（以下「非常時優先業務」という。）の早期着手や業務レ

ベルの向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 策定範囲 

知事部局、上下水道部、病院事業局、県議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、

監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局 

 

1.4 計画に基づく体制への移行 

    危機管理監と人事課は、災害応急対策や職員の勤務状況等に関する情報を共有し、必要に応じて

本計画に基づく体制への移行について検討する。 

    移行する必要があると判断した場合には、危機管理監が本部員会議に移行を協議する。 

    同会議において移行が決定された場合、各所属にその旨を通知する。 

 

1.5 その他 

    被害想定調査が行われている大規模地震を対象災害として計画を策定するが、大規模地震以外の

大規模災害が発生した場合においても、当該災害の事態の推移に応じ、本計画を参考にすることと

する。 

    なお、災害対策本部・災害対策支部が設置される庁舎について、想定最大規模の洪水・高潮によ

る浸水深を参考情報として付記する。 

 

 

 

 

 

 

・応急対策業務 

・災害復旧業務 

最低限継続 

すべき業務 

左記以外の 

業務 

非常時優先業務 

通常業務 

【参考１】非常時優先業務のイメージ 

３時間　１日　　２週間　　　時間軸

業務継続計画実行後の業務レベル

業

務

レ

ベ

ル

（
質

・

量
）

業務立ち上げ時間の短縮

発災

業務継続検討前

の業務レベル

通

常

の

業

務

レ

ベ

ル

発災直後の業務レベル向上

【参考２】業務継続計画の目指すイメージ



 2 

２ 県内全体の被害想定 

2.1 想定地震 

  県内の被害が最も大きくなると予想される南海トラフ巨大地震＊（M9.0）を想定。 

    ＊強震断層モデル：陸側ケース、津波断層モデル：「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域+超大すべり域」を設定したケース 

 

2.2 被害想定 

 

 

 

想定項目 被害量 

地震動・液状化 震度 6弱以上 

 

エリア位置 竹原市、三原市、尾道市、福山市等 

エリア面積 県全面積の 10％ 

震度 5強以上のエリア面積 県全面積の 48％ 

液状化危険度がかなり高い面積（PL＞15） 県全面積の 5％ 

土砂災害 発生危険度が高

い箇所 

急傾斜地崩壊 483 箇所 

地すべり 5 箇所 

山腹崩壊 619 箇所 

津波 津波高さ[T.P.m]、到達時間[分]、 

浸水深 30cm 以上の浸水面積[ha] 

T.P. 4.0[m]、251[分]、 

10,679[ha] 

建物被害 全壊の主な原因（割合） 液状化（57％） 

全壊棟数 69,210 棟 

半壊棟数 200,572 棟 

焼失棟数 *1 351 棟 

人的被害 死者数が最大となる発災季節・時間 冬 深夜 

死者の主な原因（割合） 津波（94％） 

死者数 *2 14,759 人 

負傷者数*2 22,220 人 

重傷者数（負傷者の内数）*2 3,426 人 

南海トラフ巨大地震 震度分布 
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出典：広島県地震被害想定調査報告書（平成 25 年 10 月） 

※ 被害は広島県全域での集計値 

※ *1：冬 18 時 風速 11ｍ/s、*2：冬深夜 風速 11ｍ/s、*3：昼 12 時 

 

 

  

ライフライン施設被害 上水道（１日後の断水人口）*1 1,046,761 人 

下水道（１日後の機能支障人口）*1 779,794 人 

電力（直後の停電件数）*1 119,836 軒 

通信（直後の固定電話不通回線数）*1 76,806 回線 

ガス（１日後の供給停止戸数）*1 150,069 戸 

交通施設被害 道路（被害箇所数） 1,699 箇所 

鉄道（被害箇所数）《内新幹線被害箇所数》 844《56》箇所 

港湾（揺れによる被害箇所数） 191 施設 

空港 広島空港 使用可能 

広島へリポート 揺れによる建物被害、液状化に
よる地表の変形、 1～2m 程度の
津波浸水が想定されており、機
能に支障が出る可能性がある 

生活支障 避難所避難者（当日・１日後）*1 386,814 人 

帰宅困難者数*3 165,911 人 

食料の不足量（当日・１日後）*1 569,818 食 

仮設トイレの不足量（当日・１日後）*1 10,015 基 

医療機能支障（医療需要過不足数）*2 1,240 人分 

その他施設等被害 危険物施設の被害箇所数 96 箇所 

重要施設 

（使用に支障のある

施設数）*1 

災害対策本部等 61 棟 

避難拠点施設 618 棟 

医療施設 63 棟 

ため池（災害発生の危険性が高いため池の箇所数） 126 箇所 

災害廃棄物発生量 *1 496.57 万 t 

経済被害 直接被害 *1 約 8.9 兆円 

間接被害 *1 約 3.8 兆円 

合計 約 12.7 兆円 

南海トラフ巨大地震の被害想定結果 
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３ 非常時優先業務及び必要人員 

3.1 非常時優先業務の実施方針 

 次の方針に基づき、非常時優先業務を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

      

3.2 目標開始時間 

 被害の拡大防止や住民の生命・身体・財産や社会機能への影響を最小限にとどめるため、非常時

優先業務の目標開始時間を設定する。なお、「開始」とは、単に一部に着手することを意味するので

はなく、「具体的に実施する業務内容」が実施されている状態を指している。 

 

3.3 非常時優先業務等一覧 

    主な非常時優先業務及び目標開始時間については次表のとおりである。 

   （詳細は、別添資料「大規模地震非常時優先業務等一覧」参照） 

主な非常時優先業務及び目標開始時間 

区分 
非常時優先業務 

3 時間以内 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 

災
害
対
策 

災害対策本部 災害対策本部の設置・運営    

情報収集 
県防災ヘリコプターに
よる上空偵察 

   

応援要請 
自衛隊の派遣要請 
緊急消防援助隊の要請 

災害派遣部隊の受入 
他県への応援要請 

  

県
民
の
生
命

・
身
体

・
財
産
の
保
護 

物資供給 
災害対策物資（備蓄物
資）の調整 

飲料水の確保 
災害対策用主要食料・日
用品の調達・あっせん 

救援物資の受入 
公営住宅等のあっせん、
提供 
仮設住宅建設の建設計
画の策定作業 
民間賃貸住宅の情報提供 

罹災した児童・生徒への
教科書の無償配布 

保健・医療・衛
生 

患者の診療及び看護 
保健衛生及び食品衛生
対策 

災害時公衆衛生チーム
の設置 
救援物資の受入 
ボランティアの受入 
火葬場等の復旧指導 
災害廃棄物処理にかか
る市町・関係団体との調
整 

 

相談 
県民等（外国人を含む）
への情報提供、被害相談 

専門ボランティア(NPO等
関係)に対する情報提供 

 
事業者からの融資相談
に関すること 

その他 避難所開設支援 
県立学校及び市町教育
委員会の指導 

一般旅券の発給 
被災市街地復興のため
の都市計画決定に係る
調整 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
・ 

イ
ン
フ
ラ
の
維
持 

上下水道 
県管理下水道施設の被
害状況の把握、応急復旧 

市町管理の水道施設の
被災状況の把握及び応
急給水の支援、災害復旧
及び水質確保の指導 

  

道路・河川・砂
防・港湾・都市
計画等 

災害の情報収集及び被
害調査 

応急工事等の実施  

災害復旧業務 
被災市街地復興のため
の都市計画決定に係る
調整 

行
政
機
能
の
維
持 

行政情報 
システム 

県庁 LAN・WAN の運用 
防災情報システムの運用 
道路、河川、砂防、港湾
等所管施設に係る各種
システムの運用 

住民基本台帳ネットワ
ークシステムの運用 

 
総務事務システムの運
用 

庁舎等 庁舎等の被害状況の把握 応急工事等の実施  
本庁舎、地方機関事務所
の維持管理・補修 

 
  

① 応急対策業務・災害復旧業務を早期着手する。 

② 最低限継続すべき通常業務は，発災直後においても継続して実施する。それ以外の通

常業務は休止し，応急対策，災害復旧の経過に伴い，非常時優先業務に影響を与えない

範囲で順次再開する。 

③ 非常時優先業務の実施に必要となる人員及び物的業務資源等の配分は，全庁横断的に

調整する。 
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【参考 主な休止業務】 

・施策の企画に関すること。 

・普及啓発に関すること。 

・行政における定例的な調査に関すること。 

・職員の研修に関すること。 

・危機事案に関する訓練に関すること。 

・国際交流に関すること。 

・統計調査及び統計分析に関すること。 

・県立総合技術研究所における研究に関すること。 

・公共施設の開館に関すること。 

・企業誘致に関すること。 

・観光振興に関すること。 

・県施工の公共事業の執行に関すること。 

・工事の検査に関すること。 

・行政監査、定例監査に関すること。 

   ※上記の業務であっても災害対応に関する業務及び緊急性を有する業務は実施する。    
 

3.4 必要人員 

 （1）本庁 

本庁部局における非常時優先業務を遂行するために必要な人数は、発災後３時間以内では 482 人、

発災後１日以内では 1,027 人、発災後３日以内では、1,303 人、発災後２週間以内では、1,357 人と

なっている。 

 

 （2）地方機関 

地方機関各部署における非常時優先業務を遂行するために必要な人数は、発災後３時間以内では

724 人、発災後１日以内では 1,323 人、発災後３日以内では、2,044 人、発災後２週間以内では、2,210

人となっている。 

 

非常時優先業務の必要人員（本庁・地方機関） 

 

 

※時間の経過に伴い、応急対策、災害復旧の業務量が減少し、「２週間以内」と比べ、「１ヵ月以内」 

 は必要人員が減少する。 

 

   

482 

1,027 

1,303 1,357 1,348 

724 

1,323 

2,044 
2,210 2,242 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

３時間以内 ３日以内 １ヵ月以内

本庁

地方機関

（人） 
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４ 発災後に利用可能な業務資源 

4.1 物的業務資源 

 非常時優先業務の遂行に必要な業務資源の被害想定を行った。なお、庁舎毎の想定については、

災害対策本部、支部が設置される庁舎を中心に、本庁舎及び総務事務所、県税事務所、厚生環境事

務所・保健所、農林水産事務所、建設事務所のある庁舎について想定した。 

（1） 庁舎 

 次ページの想定手法により庁舎の利用可否の判定を行った。なお、浸水の影響により、浸水した

フロアが一部利用できなくなる可能性はあるが、庁舎全体が使用不可になる可能性は低い。 

（建物被害・人的被害の被害想定項目及び手法の概要（内閣府・南海トラフの巨大地震対策検討ＷＧ）による。）  

①  本庁 

令和４年２月に防災拠点となる庁舎の耐震改修及び津波に関する浸水対策を完了した。 

税務庁舎については、利用できない可能性がある。 

庁 舎 名 竣工年 構造 
地上

階 

地下

階 

最小 

Is 値 

判定 

指標 

耐 震 

ランク 
震度 

液状化 

指 数 

庁舎等 
利  用 
判  定 

【参考】 
想定浸水深（ｍ） 

津波 洪水 高潮 

本   館 S31 RC 6 1 0.76  0.75  A 

６

弱 
30＜PL  

可 

0.01～

0.9 

2.65～ 

4.75 

3.0～

4.9 

南   館 S31 RC 4 1 0.75  0.75  A 可 

北   館 S45 SRC 6 1 1.43  0.75  A 可 

東   館 S59 SRC 20 2 - - A 可 

税 務 庁 舎 S31 RC 3 1 0.29 0.6 C 不可 

農 林 庁 舎 S41 RC 6 1 0.92  0.75  A 可 

議 事 堂 S31 RC 3 1 0.75 0.75 A 可 

（※北館、税務庁舎の Is 値は平成７年度実施の耐震診断による。農林庁舎の Is 値は平成 25 年度実施の、本館、南館、

議事堂の Is 値は令和 3 年度実施の耐震改修後の値。） 

※ 液状化指数は、広島県地震被害想定調査報告書(H25.10）による。 

※ 想定浸水深は、広島県津波浸水想定図、各河川管理者（国土交通省または広島県）が作成した洪水浸水想定

区域図、広島県高潮浸水想定区域図（想定最大）による。） 

 

②  地方機関 

庁 舎 名 竣工年 構造 
地上

階 

地下

階 

最小 

Is 値 

判定 

指標 

耐 震 

ランク 
震度 

液状化 

指 数 

庁舎等 
利  用 
判  定 

【参考】 
想定浸水深(cm) 

津波 洪水 高潮 

西

部 

西 部 建 設 事 務 所 H13 S 3 - - - A ６弱 30＜PL 可 180 160 590 

廿日市庁舎 
第１ S44 RC 4 - 0.77 0.6 A 

６弱 30＜PL 
可 0 0 140 

第２ S56 RC 4 - 0.77 0.6 A 可 100 140 400 

西部建設事務所安芸太田支所 H10 RC 3 - - - A ５弱 0＜PL≦5 可 0 180 0 

呉 庁 舎 第２ H8 SRC 12 1 - - A ６弱 30＜PL 可 0 210 410 

東 広 島 庁 舎 S57 RC 5 - 0.75 0.6 A ６弱 5＜PL≦15 可 0 80 0 

東

部 

福 山 庁 舎 
第１ S46 RC 4 - 0.75 0.6 A 

６弱 15＜PL≦30 
可 

100 430 400 
第３ H8 SRC 8 1 - - A 可 

尾 道 庁 舎 S54 RC 5 - 0.76 0.6 A ６弱 30＜PL 可 50 0 170 

東部建設事務所

三 原 支 所 

本館 S53 RC 4 - 0.76 0.6 A 

６強 5<PL≦15 

可 

50 180 290 西館 H5 RC 4 - - - A 可 

南館 H14 S 2 - - - A 可 

北

部 

三 次 庁 舎 

第１ S44 RC 5 - 0.76 0.6 A 

５強 0＜PL≦5 

可 

0 710 0 第２ H9 RC 2 - - - A 可 

第３ H11 RC 6 - - - A 可 

庄 原 庁 舎 
第１ S44 RC 4 - 0.76 0.6 A 

５強 5＜PL≦15 
可 

0 0 0 
第３ H10 RC 5 - - - A 可    

（※尾道庁舎の Is 値は平成 30 年度、廿日市庁舎第１及び東広島庁舎の Is 値は令和元年度、東部建設事務所三

原支所の Is 値は令和２年度、廿日市庁舎第２、福山庁舎第１、三次庁舎第１及び庄原庁舎第１の Is 値は令和

３年度完了の耐震改修後の値。） 

※ 液状化指数は、広島県地震被害想定調査報告書(H25.10）による。 

※ 想定浸水深は、広島県津波浸水想定図、各河川管理者（国土交通省または広島県）が作成した洪水浸水想

定区域図、広島県高潮浸水想定区域図（想定最大）による。 
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【参考 大規模地震発生時における施設の利用可否に係る想定手法】 

１ 耐震ランクの判定（広島県地震被害想定調査報告書(H25.10）の手法による。) 

 既に実施している耐震診断結果や施設の構造及び建築年を用いて、耐震ランクをＡ～Ｄの４段階評価
に分ける。 
 なお、判定基準の設定にあたっては各種建築関連法規、建築基準の改定年、学会の動向を考慮してい
るが、建物ごとに詳細に調査した場合には、施設利用可否の評価結果が異なる場合があり得る。  

(1) 耐震診断を実施し、Is 値が既知の場合 

ア 判定指標（Iso）の設定 

  Iso＝Es（耐震判定基本指標：0.6）×U（用途指標） 
     

施設の種類 
判定指標 

（Iso） 

用途 

指標 
備考 

本庁舎 

（災害対策本部設置） 

0.75 

＝0.6×1.25 
1.25 

新耐震基準で設計した建物に対し防災拠点とし

ての機能維持を考慮したレベル 

その他の施設 
0.6 

＝0.6×1.0 
1.0 

新耐震基準で設計した建物と同等のレベル 

  
※ 災害対策本部を設置する本庁舎の用途指標は、次の基準等を参考に 1.25 とした。 

・ 「耐震診断基準同解説」で記載された官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

・ 「官庁施設の耐震安全性の目標（国土交通省）」の中で『人命の安全に加えて機能確保が図られる』と分類さ

れた官庁施設の耐震基準値 

・ 他県における本庁舎の用途指標 
 
イ 各施設の Is 値と判定指標（Iso）からα＝Is／Isoを求め、αに応じた耐震ランクを判定する。 

     

(2) Is 値が既知でない場合 

   施設の構造及び建築年次（竣工年）に応じた耐震ランクを判定する。 

      

     ※鉄筋コンクリート造（ＲＣ）、鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ）、鉄骨造（Ｓ） 

 
２ 施設利用の判定 

震度及び液状化指数から施設の利用可能性を判定する。 

(1) 評価    
震度 

耐震ﾗﾝｸ
 ６強～ ６弱 ５強 ５弱 ～４ 

Ａ ○ 
△ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

Ｂ △ 
× 

○ 
△ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

Ｃ × 
× 

△ 
× 

○ 
△ 

○ 
○ 

○ 
○ 

Ｄ × 
× 

× 
× 

△ 
× 

○ 
△ 

○ 
○ 

     ※上段は液状化指数（PL 値）が 15 以下、下段は 15 超の場合に適用する。 

(2) 利用可能性の判定 

評価 内容 利用判定 

○ 利用可能 可 

△ 
概ね利用可能であるが一部利用に制

限が生じる可能性がある。 
不可 

※△の施設は、一部利用制限が生じる可能性が

あるため、利用判定を不可とする。 × 機能支障をきたす可能性がある。 
 

α 耐震ランク
α≧1.00 A

1.00＞α≧0.65 B
0.65＞α≧0.35 C

0.35＞α D

～44 45 ～　　　49 50 ～　　53 54 ～　 56 57～
SRC
RC D A
S A

木造・その他 B

D
D

B

構造区分

A
C B

竣工年（昭和）
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（2） 電力 

① 本庁 

    想定地震における被害は、本庁舎を含む地域の停電率を 12.5％と想定しているが、本庁舎は引き

込み線が地震で被災しにくい地下ケーブルを経由しているため、本庁舎周辺で想定される震度６弱

の揺れに対しては停電になる可能性が低い。ただし、需給バランスの不安定等に基づく広域的な停

電が発生し、発災当日は全ての庁舎で電力事業者からの電力供給が停止する可能性がある。また、

浸水被害により停電が長期化する可能性もある。仮に停電した場合には、６台の非常用発電機が自

動的に起動し電源が確保されるが、燃料や冷却水（水冷式非常用発電機の場合）の確保状況により

稼働時間は制約を受ける。 

非常用発電機の稼動時間 

庁舎 供給先 
定格 

(KVA) 

稼動時間(h) 
非常用発電機設置場所 

燃料制約 冷却水制約 

本館 執務室(本館、南館) 750 141.1 － 地下 1階 

農林 

庁舎 

執務室、サーバー、電話交換機

等 
500 72.0 － 屋上 

防災行政無線用 75 72.0 － 6 階 

北館 
危機管理センター用 115 72.0 － 屋上 

上記以外の執務室、議事堂 400 72.0 － 地下 1階 

東館 執務室 900 72.0 96.5 地下 2階 

 

② 地方機関 

想定地震における被害は、地方機関庁舎を含む地域の停電率を西部建設事務所で 12.5％、福山庁

舎で 9.8％、尾道庁舎で 8.9％、東部建設事務所三原支所で 7.5％と想定しており、これらの庁舎で

は停電する可能性がある。 

また、需給バランスの不安定等に基づく広域的な停電が発生し、発災当日は全ての庁舎で電力事

業者からの電力供給が停止する可能性があるほか、浸水被害により停電が長期化する可能性がある。 

なお、燃料の供給がない場合の非常用発電機の稼働時間は、廿日市第一庁舎、東広島庁舎及び庄

原庁舎が 72 時間、西部建設事務所が 64 時間、その他の庁舎は 10 時間以下である。 

 

（3） 通信（固定電話・FAX） 

① 本庁 

想定地震における被害は、本庁舎を含む地域の不通率を 13.1％と想定しているが、本庁舎は引き

込み線が被災しにくい地下ケーブルを経由しているため、本庁舎周辺で想定される震度６弱の揺れ

に対しては、NTT 回線が不通となる可能性は非常に低い。なお、構内交換機は上層階に設置されて

いるほか、税務庁舎を除き、（想定浸水位 0.9m までの）浸水対策工事を実施済みであることから、

行内に設置されているその他の中継器等が浸水し、通話できなくなる可能性は低いと想定される。 

 

また、NTT 回線が利用可能な場合でも、発災後しばらくの期間は輻輳により電話がかかりにくく

なるため、災害時優先電話以外の電話は利用に支障が生じる。 

なお、NTT 回線の外部からの引き込み口、主配線盤、構内交換機及び交換室等の電話設備、電話

設備のための非常用発電機などの設備が集中している農林庁舎は耐震化工事を実施済みである。 

 

② 地方機関 

想定地震における被害は、地方機関庁舎を含む地域の不通率は西部建設事務所で 13.1％、福山庁

舎で 12.4％、尾道庁舎で 10.1％、東部建設事務所三原支所で 8.1％と想定しており、これらの庁舎

では通信が不通となる可能性がある。なお、構内交換機やその他の中継機器等が浸水する場合には、

通話ができなくなる可能性がある。 

また、発災後しばらくの期間は輻輳により、災害時優先電話以外の電話は利用に支障が生じる。 
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（4） 通信（携帯電話） 

  ○ 本庁・地方機関共通 

携帯電話の回線が利用できなくなる可能性は低いが、発災後しばらくの期間は輻輳のため通信規

制を受けることから、優先電話以外の携帯電話はかかりにくくなる。 

一方で、携帯電話による電子メールは輻輳しにくいことから、遅延の発生があるものの利用でき

る可能性は高い。 

衛星携帯電話のインフラは災害の影響を受けることがなく、また、契約数等の状況から輻輳する

可能性も低いことから平常時と同じように利用できる可能性が高い。 

 

（5） 防災行政無線 

① 本庁 

防災行政無線の統制局が配置されている農林庁舎は、耐震化工事を実施済みであるため、防災行

政無線が利用できなくなる可能性は低い。 

 

② 地方機関 

西部建設事務所は、防災行政無線の設備が想定浸水深よりも低い場所にあるため、浸水により、

防災行政無線が利用できなくなる可能性がある。 

その他の地方機関庁舎については、庁舎や防災行政無線の設備に問題はないが、停電の発生に加

えて非常用発電機が浸水する等により電気の供給が途絶えた場合、防災行政無線が利用できなくな

る可能性がある。 

 

（6） 情報システム（電子メールを含む） 

① 全般 

非常時、優先実施する業務で共通的に使用する情報システムのサーバ等は、民間のデータセンタ

ーに設置されている。データセンターは、耐震化等の対策が実施されているため、主要なシステム

は稼働可能である。ただし、発災時に各情報システムを利用するには、メイプルネット（県の情報

通信ネットワーク）及びメイプルネットと各機関を結ぶネットワークの維持が必要である。 

 

② データセンター及び NOC 

     データセンター及び各 NOC（メイプルネットと各機関を結ぶ通信拠点）は、施設の耐震化、サー

バの固定、非常用電源や冷房の確保等の対策が実施されており、各情報システムのサーバ及びネッ

トワーク機器が停止する可能性は低い。 

 

③ 通信回線 

     基幹回線であるメイプルネットの回線は、幹線のループ化等の対策が実施されていることから、

一部回線が停止した場合でも迂回機能によりネットワークを維持できる。ただし、地方機関と NOC

を結ぶ地方機関回線は冗長化されておらず、回線が停止した場合、地方機関から情報システムを利

用することができない。 

    なお、令和２年１月から無線通信機能（SIM カード）を搭載した職員端末を導入しているため、

有線の通信回線が停止した場合でも、無線通信機能による通信は可能である（無線通信網の設備が

停止した場合は有線と同様に情報システムの利用不可となる）。 

 

④ 本庁 

     本庁舎とデータセンター間のネットワークの出入り口である農林庁舎は、耐震化工事を実施済み

であることや非常用電源が完備されているなど、ネットワーク機器への支障をきたす可能性は低い

と想定される。 

また、税務庁舎を除き、想定浸水位 0.9m までの浸水対策工事を実施済みであることから、税務庁

舎を除き、各庁舎の受電盤やネットワーク機器が浸水し、農林庁舎から各庁舎へのネットワークが

確保できず、各庁舎で情報システムが利用できなくなる可能性は低いと想定される。 
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（7） 上下水道 

① 本庁 

（上水道） 

想定地震における被害は、本庁舎を含む地域の断水率を 0.4％と想定しており、断水の可能性は

非常に低いが、停電が発生した場合やポンプやその他の機器等が浸水する場合には、断水する可能

性がある。断水した場合、庁舎にある各水槽の水は非常用発電機（水冷式）に利用する必要がある

ため、飲用やトイレ用の水の確保が困難となる。 

（下水道） 

想定地震における被害は、本庁舎を含む地域の下水道機能支障率を 29.9％と想定しており、また、

本庁舎を含む地域は液状化危険度が高いため、管径の小さい取付管及び下水道枝管等において大き

な被害が発生すると考えられる。このため、下水道（トイレ等）が利用できない可能性が高い。 

 

② 地方機関 

（上水道） 

想定地震における被害は、地方機関庁舎を含む地域の断水率を尾道庁舎で 97.1％、東部建設事務

所三原支所で 95.9％、福山庁舎で 93.5％、呉庁舎で 77.1％、東広島庁舎で 50.2％と想定しており、

これらの庁舎で断水する可能性が高い。また、その他の庁舎においても停電が発生した場合やポン

プやその他の機器等が浸水する場合には、断水する可能性がある。 

断水した場合、飲用やトイレ用の水の確保が困難となる。 

（下水道） 

想定地震における被害は、地方機関庁舎を含む地域の下水道機能支障率を東部建設事務所三原支

所で 51.3％、福山庁舎で 49.5％、呉庁舎で 40.1％、その他の庁舎においても 20％程度以上と想定

しており、いずれの地方機関庁舎においても下水道（トイレ等）が利用できない可能性がある。 

  

（8） ガス 

① 本庁 

想定地震における被害は、本庁舎を含む地域の都市ガスの供給停止率を 43.4％と想定しており、

本庁舎において給湯及び厨房の利用が困難となる可能性がある。加えて、ガス式の冷暖房機を使用

している東館においては、空調の利用も困難となる。 

 

② 地方機関 

想定地震における被害は、地方機関庁舎を含む地域の都市ガスの供給停止率を尾道庁舎で 51.3％、

呉庁舎で 48.9％、西部建設事務所で 43.4％と想定しており、これらの庁舎で利用困難になる可能性

がある。 

西部建設事務所におけるガスの利用は、給湯のみのため、業務継続への影響は限定的であると考

えられる。 

 

（9） 執務環境 

本庁の執務室等における地震対策としては、本館、南館の執務室等を中心に什器の固定、設置物

の落下防止等の処置が実施されているほか、耐震改修工事において天井等の落下防止対策や窓ガラ

スへの飛散防止フィルムの貼付などの対策が実施されたが、実施個所が限られるため、什器の転倒、

ガラスの飛散、天井の剥離・落下等の可能性がある。 

さらに、税務庁舎は、構造体等が損傷する可能性が高く、執務場所として利用できない可能性が

ある。 
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（10） 職員の生活環境（食料、毛布等） 

  ① 食料（乾パン） 

    備蓄対象人数全員に、発災後３日分（１日３食）を備蓄している。 

② 飲料水  

令和５年度以降、備蓄対象人数全員に、発災後３日分（１日３㍑）を備蓄する予定。 

 ③ 毛布 

    備蓄対象人数の３割を対象に、発災後２日分（１日１枚）を備蓄している。 

  ④ 簡易トイレ 

    備蓄対象職員 10 人につき１個を備蓄している。 

    便収納袋については、備蓄対象職員全員に対し、２日分（１日３回）を備蓄している。 

    なお、令和５年度以降、１日分を追加で備蓄する予定。 

  ⑤ 生理用品 

    令和５年度以降、備蓄対象職員のうち女性全員に対し、３日分（１日８枚）×１/４を備蓄する予

定。 

 

（11） コピー用紙・トナー等 

事務用品全般に関して、災害を意識した在庫管理はなされていない。このため、災害時に在庫が

少ない場合、初動期において、コピー用紙・トナー等の事務用品が不足する可能性がある。 
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4.2 人的業務資源 

（1） 職員確保（執務時間外の被災） 

執務時間外に大規模地震が発生した場合に、確実に参集可能な職員数を時系列で把握するために、

徒歩参集を前提として参集不能や遅延に係る条件等を設定し、職員の居住地の情報を踏まえて参集

先への参集予測を行った。 

さらに、津波等による庁舎の浸水の影響により参集可能人員の減少が見込まれることや、その他の

庁舎においても初動期の人員が不足することを踏まえ、３時間以内に徒歩で参集することができな

い職員については、自転車の参集を考慮し参集予測を行った。 

 

  ① 想定手法 

   ○ 歩行速度は、平常時で 4ｋｍ/ｈと言われているが、災害時の状況（道路上での瓦礫等の散乱、

夜間の暗闇等）を考慮して、3ｋｍ/ｈとする。 

     自転車を利用した場合の平均速度（成人）は、15ｋｍ/ｈと言われているが、災害時の状況によ

り、徒歩で通行する場所等もあり得ることから、8ｋｍ/ｈとする。 

   ○ 地震発生直後から出発までの準備や家族の安否確認等の時間を考慮し、出発開始までの時間と

して 0.5 時間とする。 

○ 本人や家族の死傷、救出・救助活動への従事等、発災直後の混乱等を考慮する。（最大 20％の

職員が参集困難） 

○ 遠方居住者は徒歩等での参集が容易でないため、交通機関が利用困難な期間（発災後２日間）

は、一定距離（20ｋｍ）以上の参集は困難として取り扱う。 

発災後３日目以降は交通機関が復旧するものと想定する。 

   ○ 地震発生から 30 分後までに 30ｃｍ以上浸水する区域に居住する職員は、地震発生後 24 時間は

浸水の影響が継続するものと想定し、24 時間経過後から参集できるものとする。 

   ○ 参集先の庁舎が浸水するまでに参集できない者は、地震発生後 24 時間は浸水の影響が継続す

るものと想定し、24 時間経過後から参集できるものとする。 

   ※ バイクで参集する職員は、設定より早く参集できる可能性がある。 

 

  ② 想定結果 

人数が少ない所属では、発災後３時間では参集者がいない場合もあるが、ほとんどの所属では発

災後３時間で数人以上が参集する。 

 

③ 本庁 

本庁においては、徒歩及び自転車で参集した場合、発災直後３時間と１日のいずれの場合も 1,673

人が参集すると予想され、本庁全体として必要人員の確保は可能であるが、所属単位で不足する場

合もあり、業務実施への影響が生じる可能性がある。 

また、管理者が参集できない場合においては指揮命令系統の混乱の恐れがある。一方、長時間勤

務など職員への過度な負担が生じ、職員の健康への影響も懸念される。 

さらに、庁外の業者等に業務が委託している場合、受託業者の人的資源の確保状況により、業務

実施への影響が懸念される。 
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本庁における参集人員と必要人員の比較 

   

  
                                                                

 

④ 地方機関 

地方機関においては、徒歩及び自転車で参集した場合、発災直後３時間と 1日のいずれの場合も

1,299 人が参集すると予想され、１日以内の必要人員について不足が生じる（33 人の不足）と想定

され、業務実施への影響が生じる可能性が高い。 

また、本庁と同様、指揮命令系統の混乱、職員の健康への影響、受託業者の人的資源の確保状況

により業務実施への影響が懸念される。 

 

地方機関における参集人員と必要人員の比較 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考 県の参集計画】 

参 集 職 員 参 集 場 所 

危機管理センター配備要員 災害対策本部の設置場所（危機管理センター） 

地方機関の初動要員 災害対策支部の設置場所 

その他の職員 当該職員の勤務場所 

     ※ 「県内で震度５強以上を観測したとき」または「県沿岸部に津波警報または大津波警報が 

発表されたとき」 

 

（人） 

（人） 
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（2）職員確保（執務時間内の被災） 

   

① 本庁 

税務庁舎については、建物としての利用に支障を生じる可能性はあっても、県庁周辺で想定され

る震度６弱では、業務に支障となる人的被害（死亡又は重傷）が発生する可能性は低い。ただし、

オフィス家具の転倒等による負傷で業務に従事困難となる職員が一部発生する可能性は否定できな

いが、影響は限定的であると考えられる。 

 

② 地方機関 

東部建設事務所三原支所（本館）については、想定される揺れは震度６強であり、建物被害やオ

フィス家具の転倒等の要因で、業務に従事困難な職員が発生する可能性がある。一方で、その他の

庁舎は震度６弱以下であり、本庁と同様に、オフィス家具の転倒等による負傷で業務に従事困難と

なる職員が一部で発生する可能性は否定できないが、影響は限定的であると考える。 
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５ 執務環境、実施体制の課題と確保方策 

      

 

 

 

5.1 執務環境の確保方策 

（1）庁舎 

課題 確保方策 

○使用できない庁舎が発

生する恐れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○浸水したフロアが一部

利用できなくなる恐れ 

【短期】 

○執務室の確保《各庁舎管理者・各局等》 

代替の執務室については、業務継続マニュアルに定める。 

 

○発災直後の庁舎の応急危険度判定体制の確立《財産管理課》 

庁舎の継続利用の可否を迅速に判定する体制を確立する。 

 

【長期】 

○計画的な庁舎の耐震化《各庁舎管理者》 

耐震性が確保されていないなどの理由で発災後に使用できない庁

舎について、必要に応じ耐震化工事や建替え等を行い耐震化を図る。 

（参考） 

  広島県地域防災計画において、災害対策本部の設置場所は、「県庁

北館とし、代替施設は県庁東館又は広島県防災拠点施設（三原市本郷

町）とする。ただし、被災の状況によって、その他の施設に設置する

こともある」と定めている。 

 

【短期】 

○執務室の確保《各庁舎管理者・各局等》 

浸水の被害を受けていないフロアでの執務室の確保等について検

討する。 

代替の執務室については、業務継続マニュアルに定める。 

 

【中長期】 

○庁舎の浸水対策《各庁舎管理者》 

浸水する恐れのある庁舎について、必要に応じ、浸水対策の実施を

検討する。 

 

 

 

 

短期：早急に着手すべき対策 

中期：今後概ね５年以内に実施すべき対策 

長期：長期的に取り組むべき対策 
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（2）電力 

課題 確保方策 

○非常用発電機の燃料が 

不足する恐れ 

○地方機関における水冷

式非常用発電機の冷却

水が不足する恐れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○非常用発電機が未整備

の庁舎では停電時に、照

明、情報システム等が停

止する恐れ 

 

 

 

 

 

○電力供給設備が浸水し

た場合に停電が発生し、

非常用発電機も使用で

きない庁舎が発生する

恐れ 

【短期】 

○流通による非常用発電機用燃料の確保《危機管理課》 

民間事業者等と締結している石油類燃料の確保に関する協定に基

づき要請する。 

 

【中期】 

○発災後３日分の燃料を備蓄するための整備《各庁舎管理者》 

 

○断水時の非常用発電機用冷却水不足対策《各庁舎管理者》 

地方機関の非常用発電機について、冷却水の確保（あるいは空冷式

の発電機の導入）等の検討を行う。 

 

【長期】 

○機器の省電力化の推進《各庁舎管理者・各所属》 

 

【短期】 

○執務室の確保《各庁舎管理者》 

  被害を受けていない他の庁舎等への執務室の確保について検討す

る。 

 

【中長期】 

○非常時優先業務の遂行に電力を必要とする庁舎への非常用

発電機の整備《各庁舎管理者》 

 

【短期】 

○執務室の確保《各庁舎管理者》 

被害を受けていない他の庁舎等への執務室の確保について検討す

る。 

 

○非常用発電機の確保《各庁舎管理者》 

移動式非常用発電機等の確保対策について検討する。 

 

【中長期】 

○浸水対策による電力供給設備の機能維持《各庁舎管理者》 
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（3）電話 

課題 確保方策 

○構内交換機等が浸水し

た場合などに、電話・FAX

が不通となる恐れ 

 

 

 

 

 

○発災後の輻輳により通

信ができない恐れ（固定

電話） 

 

【短期】 

○農林庁舎から各庁舎への配線の冗長化《財産管理課》 

現在は、農林庁舎から各庁舎への配線は１回路しかないため、不測

の事態に備え配線の冗長化について検討する。 

 

【中長期】 

○浸水対策による構内交換機等の機能維持《各庁舎管理者》 

 

【短期】 

○災害時優先電話の回線及び利用ルールの周知《財産管理課》 

  電話回線輻輳時に利用できる可能性が高い災害時優先電話の回線

を職員に周知するとともに、発災時には発信専用として利用するなど

の利用ルールを明確化する。 

 

 （4）防災行政無線 

課題 確保方策 

○浸水により防災行政無線

が利用できない恐れ 

【短期】 

○西部建設事務所の防災行政無線設備の機能維持のための

浸水対策の検討《危機管理課》 
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（5）情報システム 

課題 確保方策 

○本庁の各庁舎のネットワ

ーク機器等が浸水した場

合、当該庁舎において情

報システムが利用できな

い恐れ 

 

 

○庁舎が使用可能な場合で

あっても、回線や機器が

損傷を受け、システムの

利用ができない恐れ 

 

○耐震性のない庁舎で運用

しているシステムが復旧

不能になる恐れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中期】 

○LANWAN の機能維持のための浸水対策の検討《デジタル基

盤整備課》 

  浸水の影響がない場所へのネットワーク機器の移設や予備機器の

保持など、浸水時にも止まることのないネットワーク環境の構築を

検討する。 

 

【短期】 

○重要性に応じたネットワーク、機器の冗長化など耐震対策

の検討《各システム管理者》 

 

 

【短期】 

○確実なバックアップの実施《各システム管理者》 

  システムが復旧できるよう、システム及び業務データのバックア

ップを確実に行う。 

 

【中期】 

○耐震性のある場所へのシステムの移設《各システム管理

者》 

 

【長期】 

○計画的な庁舎の耐震化《各庁舎管理者》 
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（6）上下水道 

課題 確保方策 

○トイレが利用できない恐 

 れ 

【短期】 

○仮設トイレ等の確保《各庁舎管理者》 

  職員向けの仮設トイレ等の調達の検討を行う。 

  ※なお、発災後２日分の簡易トイレを備蓄している。 

   令和５年度中に発災後３日分に足りるよう、簡易トイレの 

備蓄量を増やす予定。 

 

【中長期】 

○浸水対策による給排水設備の機能維持《各庁舎管理者》 

 

【長期】 

○貯水槽、配管の耐震化《各庁舎管理者》 

 

 

（7）執務室 

課題 確保方策 

○ガラスの飛散 

○書棚及びロッカーの転倒 

○天井の剥離・落下 

【短期】 

○執務環境を復旧するための機材の確保《総務担当課》 

  転倒した書棚や破損したガラス等の復旧に必要な機材（バール、

ブルーシート、軍手等）を備蓄する。 

○ガラスフィルムの貼り付け《各庁舎管理者》 

○書棚及びロッカーの固定《各庁舎管理者》 

○ロッカーの上などの高所にある書類や荷物の撤去《各所

属》 

※庁舎の天井の剥離・落下防止は、庁舎の耐震化に含む。 

 

（8）職員の生活環境（食料、毛布等） 

課題 確保方策 

○職員用の食料、毛布等の

確保が困難 

 

【短期】 

○各職員による食料等の備蓄《各職員》 

  各自で食料等の備蓄に努める。 
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（9）消耗品 

課題 確保方策 

○災害対処を意識した在庫

管理がなされていないた

め、発災時に特に在庫が少

ない場合は消耗品が不足 

 

【短期】 

○消耗品の在庫確保の対策《物品管理担当所属》 

  コピー用紙等、非常時優先業務に必要な消耗品については、常時

の在庫が 1 カ月以上となるよう在庫の確保、保管スペースの確保、

必要に応じた保管場所の分散に努める。 

 

（10）帳票類 

課題 確保方策 

○耐震性のない庁舎に保管

してある帳票類が使用不

可 

 

【短期】 

○帳票類保管の検討《各庁舎管理者・各所属》 

紙ベースの帳票類については、耐震性のある保管場所への保存や

電子データ化に努める。 

 

【長期】 

○計画的な庁舎の耐震化《各庁舎管理者》 
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5.2 実施体制の確保方策 

   職員の確保及び応援体制の確立を図る。 

課題 確保方策 

○人員不足 

（勤務時間外の発災において、県全体と

しては、必要人員を確保可能であるが、

所属単位でみると必要人員が確保でき

ない恐れがある。 

 特に、広島市域以外の土木建築局など公

共施設等の応急対策や被災者支援を行う

地方機関において、人員不足が顕著） 

【短期】 

○全庁的な応援体制の確立《人事課・各局等》 

  大規模地震発災時には、本来の担当部署のみならず、

他課・他部局といった全庁横断的に要員の配置を行う。 

 ① 人員配置の基本方針 

  各課の非常時優先業務の通常業務は、その業務を行う

ために必要な最少の人員で処理するものとし、応急業務

に重点的に要員を配置する。 

 ② 人員配置 

  発災時には各所属において職員の安否を確認し、幹事

課を通じ、人事課に報告する。 

  局内における人員配置の変更は、局長が行い、局外から

の人員配置が必要な場合は人事課に要請する。 

  人事課は、執務可能な人員数と、非常時優先業務の進行

状況を踏まえ、要員の配置を行う。 

 

○迅速な参集《各自》 

  公共交通機関が途絶した場合においても、参集場所ま

で 20km 以内の場合は、安全確保を第一としたうえで、徒

歩、自転車、バイクによりできるだけ早く参集するよう努

める。 

 ○応援要員の円滑な業務

実施体制 

【短期】 

○業務継続マニュアルの活用《各所属》 

  各所属の職員及び応援要員が円滑に非常時優先業務を

遂行できるよう、業務継続マニュアルを適宜見直す。 
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課題 確保方策 

 ○県庁内では確保が困難

な専門職などが不足 

 

【短期】 

○他県等への応援要請（専門職など庁内で確保の難

しい人材）《人事課・各局等》 

  医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職等の職

員の派遣については、「中国５県災害等発生時の広域支援

に関する協定」、「中国・四国地方の災害等発生時の広域

支援に関する協定」、「全国都道府県における災害時等の

広域応援に関する協定」に基づき、応援の要請を行う。 

  各応援協定に基づく応援が円滑に実施できるよう運営

要領や実施細則の整備、更新を実施するとともに訓練を

実施。 

 

○ＯＢ職員の活用の検討《人事課・各所属》 

業務のノウハウを有するＯＢ職員が災害時に非常時優

先業務の遂行にあたれるような仕組みづくりを検討す

る。 

 ○発災直後の職員安否状

況の迅速な把握 

【短期】 

○職員の迅速な安否確認体制の確立《人事課》 

①携帯メールの活用 

 発災時において固定電話、携帯電話の音声通信は輻輳

が懸念されるため、職員の電話番号に加えメールアドレ

ス等、複数の連絡先を所属で把握し、発災時の安否確認

ができるだけ可能となるようにしておく。ただし、個人

情報の保管には、十分留意する。 

②職員安否確認システムの確実な運用 

平成 24 年度に導入した職員安否確認システムの確実

な運用に努め、発災時には各所属において同システムを

利用して職員の安否を確認し、幹事課を通じ、人事課に

報告する。 

 

課題 確保方策 

○指揮命令系統の混乱 

 （組織上位者が不在の場合、適切

な意思決定ができない恐れ） 

 

【短期】 

○非常時優先業務に係る指揮命令系統の事前設定《各所

属》 

知事が指揮命令する全庁的な非常時優先業務について

は、副知事、総務局長の順で職務代行することを基本に、

業務ごとに事前に設定する。 

  なお、広島県地域防災計画等の定めるところにより、地
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課題 確保方策 

震時において、災害対策本部の本部長（知事）に事故があ

った場合等指揮を執ることが困難な場合の職務代理者は

次のとおりである。（新型インフルエンザ等の重大な感染

症の蔓延の場合はこの限りでない。） 

順位 職 務 代 理 者 

１ 副本部長（危機管理監担当副知事） 

２ 副知事 

３ 危機管理監 

４ 総務局長 

局長が指揮命令する局における非常時優先業務につい

ては、筆頭部長、総務課長、筆頭部長以外の部長の順で職

務代行することを基本に、業務ごとに事前に設定する。 

地方機関の所長が指揮命令する所における非常時優先

業務については、次長、筆頭課長の順で職務代行すること

を基本に、業務ごとに事前に設定する。 

なお、決裁規程に既定されている業務については、当該

規程によるものとする。 

○勤務が長期にわたる場合、職員の

健康面への配慮が必要 

【短期】 

○発災時の勤務方針の確立《各所属・財産管理課》 

所属長等は次の項目に配慮する。 

・所属長は交代勤務体制を整備する。 

・所属長は帰宅しない日が３日を超えないよう留意する。 

・財産管理課は職員が休養（仮眠）できるスペースの確保

に努める。 

○受託業者の体制確保 

 （受託業者の体制が確保できないこと

から、非常時優先業務が実施できない

恐れ） 

 

【短期】 

○業務継続体制の確認及び代替業者の確保《各所属》 

  非常時優先業務の実施又は実施に必要な業務資源の確

保が庁外の業者等に委託されている場合は、受託業者の大

規模な危機事案発生時における体制確保について確認し、

必要に応じ体制の確保の要請や契約内容の見直しを行う。 

  また、受託業者が対応できない場合に備え、業界団体と

の協定締結など代替業者の確保を検討する。 
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5.3 業務資源調達担当の設置 

  業務資源の配分・調整に係る仕組みとして業務資源調達担当を設置する。 

課題 確保方策 

○業務資源の調達に係る状況把握

や調整に相当の時間を要する恐

れ 

【短期】 

○業務資源調達担当の設置《各局等》 

各局等、各課に業務資源調達担当を設置し、必要職員数や

執務室など業務の遂行に必要な執務資源の数量を把握した

うえで、業務資源を担当している課（人事課、財産管理課、

デジタル基盤整備課、福利課）に対し、調達の調整を行う。 

調達ルートや業務資源調達担当については、業務継続マニ

ュアルに定める。 

 

 

  

各局等（幹事課） 

業務資源担当 

※複数（参事+担当）設置 

  
各課 

業務資源担当 

業務資源担当課

人事課，財産管理

課，デジタル基盤整

備課，福利課 
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６ その他非常時の対応 

  その他の非常時の対応として来庁者への対応と帰宅困難者への対応がある。 

6.1 来庁者への対応 

課題 対応 

○勤務時間内の発災において、来庁

者の負傷への対応や適切な避難の

対応が必要。 

 

・来庁者の避難等の対応《各庁舎の総務担当課》 

  消防計画を策定している庁舎（本庁、呉庁舎）において

は、消防計画に基づき適切に対応する。それ以外の庁舎につ

いては本庁の消防計画（広島県県庁庁舎消防計画）を参考に

対応する。 

 

 

【参考】広島県県庁庁舎消防計画（抜粋） 

（救出救護） 

第 35 条 隊員等は、地震時の救出救護活動については、次のとおり行うものとする。 

なお、活動に際しては、各分隊の避難誘導班員が主体となって行うが、状況に応じて周囲の者の協力を求める

ものとする。  

(1)  負傷者が発生した場合は、応急手当を行うとともに、被害状況により緊急を要する場合は、地域防災計画

に定める救護所又は医療機関に搬送する。 

(2) 損壊建物での救出活動に際し、人手が不足する場合は、統括管理者に応援要請を行うとともに、周囲の者

と協力して救出を図る。ただし、同時に火災が発生している場合は、原則として火災を制圧してから救出活

動に当たる。 

(3) 損壊建物での救出活動では、不測の事態に備えて消火器等を準備するとともに、要救助者及び救出作業者

の安全を確保するための監視員を配置し、二次災害の発生防止に努める。 

(4) 救出の優先順位は、原則として、人命の危険が切迫している人から救出し、多数の要救助者がいる場合は、

救出作業が容易な人を優先する。 

（避難の開始） 

第 40 条 統括管理者は、地震が発生した場合、パニック防止を図り、別図１避難判断基準に基づき、避難するか、

在館するかを判断するものとする。 

ただし、防災関係機関から避難命令があった場合は、速やかに避難誘導を行うものとする。 

（避難上の留意事項） 

第 41 条 統括管理者は、地震時の避難については、在館者の混乱防止に努めるほか、次のとおり行うものとする。 

(1) 建物の倒壊危険がある場合は、余震の発生に注意しながら、在館者を速やかに屋外へ避難させる。 

(2) 避難の指示を出すまで、県職員等を落ち着かせ、照明器具、棚等の転倒・落下に注意しながら、柱の回り、

壁際等の安全な場所で待機させる。 

(3) 全館一斉に避難する場合は、避難者をブロックごとに分け、避難順を指定して行う。 

(4) 避難を行う場合、分隊長と連携し、各階の避難経路に避難誘導員を配置して行う。 

２ 分隊長は、地震時の避難については、統括管理者から避難の指示が出るまで、県職員等を落ち着かせ、照明

器具、棚等の転倒・落下に注意しながら、柱の回り、壁際等の安全な場所で待機させるほか、次のとおり行う

ものとする。 

(1) 事業所の天井の落下、収容物の転倒落下、火災が発生するなどの危険が切迫し、統括管理者の指示を得る

時間的余裕がない場合は、一時避難所（県庁正面外来者駐車場）に県職員等を避難させる。 

(2) 自力避難困難者に対しては、担当者を配置し、誘導させるなど一次対応を行う。 

(3) 避難状況を統括管理者に連絡する。 

３ 統括管理者及び分隊長は、地震時の避難については、火災の延焼状況及び建物の被害状況を判断し、危険が

切迫しているときは、地域防災計画に定める避難場所（中区基町「広島中央公園」）へ避難誘導するほか、次の

とおり行うものとする。 

(1) 避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況、被害状況等について説明する。 

(2) 避難する際は、車両を使用せず全員徒歩とする。 

(3) 避難誘導に当たっては、先頭と最後尾に誘導員を配置する。 

(4) 避難する際には、ブレーカーの遮断及びガスの元栓の閉鎖を行う。 
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6.2 帰宅困難者への対応 

課題 対応 

○県施設に帰宅困難者が集まった場

合、帰宅困難者に対する対応が必

要 

 

○情報及び休憩場所の提供等《各庁舎の総務担当課》 

県施設に帰宅困難者が集まった場合には、交通機関や道路

の状況及び避難場所に関する情報提供や水、トイレ等の提供

をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図１ 

避難判断基準（第40条関係） 
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７ 今後の取組 

7.1 訓練の実施等による業務計画の検証 

 職員一人ひとりが、災害時に与えられる役割や施設等の資源制約の可能性について、平

常時から理解できるようにするためには、研修・訓練等を通して職員個人の能力を向上さ

せるとともに、組織的な対応力の向上を図っていく必要がある。 

 計画の適切な運用等を図るため、研修・訓練等の実施及び検証を通じて、新たな課題の

発見に努め、計画やマニュアルの見直しを行うとともに、課題の解消に向け、計画的に庁

舎設備等の整備を図るなど、業務資源の確保を進める。 

 

7.2 地方機関における業務継続の検討 

 本計画は、県内の被害が最も大きくなると予想される南海トラフ巨大地震の被害想定を

基に策定した。ただし、地方機関によっては、南海トラフ巨大地震が必ずしも最も大きな

被害がもたらすとは限らない。したがって、各地方機関において最も大きな被害をもたら

すと想定される事象についても今後検討する必要がある。 

 

7.3 市町が行う業務継続計画の策定等に対する支援 

 発災時において、県が非常時優先業務を遂行するためには、県民と接する機会の多い市

町との連携が不可欠になると考えられる。 

したがって、市町が行う業務継続計画の策定や業務継続体制の確保に対し、データ等の

提供や助言などの支援を行っていく。 

 

7.4 想定を超えた災害への対応 

本計画においては「南海トラフ巨大地震」を想定し、一部庁舎は利用可能としているが、

想定を超えた災害の発生の可能性を否定することはできない。このため、本庁舎が全て利

用できないなど想定を超えた災害が発生した場合における代替拠点の選定など具体的な対

応策について、引き続き検討する。 
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